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一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規
　
　
則

香
川
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
ど
り
整
備
課
）

一

香
川
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
九
十
六
号

香
川
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

香
川
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
香
川
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
県
が
行
う
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
」
と
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
（

林
業
経
営
若
し
く
は
木
材
産
業
経
営
の
改
善
又
は
林
業
労
働
に
係
る
労
働
災
害
の
防
止
若
し
く
は
林
業

労
働
に
従
事
す
る
者
の
確
保
を
目
的
と
し
て
新
た
な
林
業
部
門
若
し
く
は
木
材
産
業
部
門
の
経
営
を
開

始
し
、
林
産
物
の
新
た
な
生
産
若
し
く
は
販
売
の
方
式
を
導
入
し
、
又
は
林
業
労
働
に
係
る
安
全
衛
生

施
設
若
し
く
は
林
業
労
働
に
従
事
す
る
者
の
福
利
厚
生
施
設
を
導
入
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
資
金
を
い
う
。

一
　
施
設
の
改
良
、
造
成
又
は
取
得
に
必
要
な
資
金

二
　
造
林
に
必
要
な
資
金

三
　
立
木
の
取
得
に
必
要
な
資
金

四
　
立
木
の
伐
採
又
は
木
材
の
搬
出
に
必
要
な
資
金

五
　
森
林
に
つ
い
て
賃
借
権
そ
の
他
の
所
有
権
以
外
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
取
得
す

る
場
合
に
お
い
て
、
権
利
金
を
支
払
い
、
又
は
当
該
権
利
の
存
続
期
間
に
対
す
る
対
価
の
全
額
を
一

時
に
支
払
う
の
に
必
要
な
資
金

六
　
林
業
機
械
、
林
産
物
の
加
工
に
用
い
ら
れ
る
機
械
そ
の
他
の
林
業
経
営
又
は
木
材
産
業
経
営
の
改

善
を
図
る
の
に
必
要
な
施
設
に
つ
い
て
賃
借
権
を
取
得
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
賃
借
権
の
存
続

期
間
に
対
す
る
借
賃
の
全
額
を
一
時
に
支
払
う
の
に
必
要
な
資
金

七
　
森
林
の
施
業
又
は
立
木
の
管
理
を
継
続
し
て
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
委
託
の
期
間
に
対

す
る
委
託
料
を
支
払
う
の
に
必
要
な
資
金

八
　
能
率
的
な
林
業
又
は
木
材
産
業
の
技
術
又
は
経
営
方
法
を
習
得
す
る
た
め
の
研
修
を
受
け
る
の
に

必
要
な
資
金

九
　
林
業
経
営
又
は
木
材
産
業
経
営
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
助
言
又
は
指
導
を
受
け
る
の

に
必
要
な
資
金

十
　
林
業
経
営
若
し
く
は
木
材
産
業
経
営
の
改
善
に
必
要
な
調
査
又
は
通
信
・
情
報
処
理
機
材
の
取
得

に
必
要
な
資
金

十
一
　
営
業
権
、
商
標
権
そ
の
他
の
無
形
固
定
資
産
の
取
得
又
は
研
究
開
発
費
そ
の
他
の
繰
延
資
産
に

計
上
し
得
る
費
用
に
充
て
る
の
に
必
要
な
資
金

十
二
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
営
規
模
の
拡
大
、
生
産
方
式
の
合
理
化
そ
の
他
の
林
業
経

営
又
は
木
材
産
業
経
営
の
改
善
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
に
充
て
る
の
に
必
要
な
資
金

２
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
木
材
産
業
」
と
は
、
木
材
製
造
業
、
木
材
卸
売
業
又
は
木
材
市
場
業
を
い
う
。

３
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
林
業
従
事
者
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
　
林
業
従
事
者

二
　
木
材
産
業
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者
（
資
本
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
下
の
会
社

又
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
（
木
材
製
造
業
を
営
む
者
に
あ
っ
て
は
、
三
百
人
）
以
下

の
会
社
若
し
く
は
個
人
に
限
る
。
）

規

則
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二

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
組
織
す
る
団
体

四
　
林
業
を
行
う
法
人
で
林
業
従
事
者
の
組
織
す
る
団
体
以
外
の
も
の
（
会
社
に
あ
っ
て
は
、
資
本
の

額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
下
の
も
の
又
は
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
以
下

の
も
の
に
限
る
。
）

４
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
指
定
森
林
組
合
」
と
は
、
森
林
組
合
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）

第
九
条
第
二
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
森
林
組
合
の
う
ち
知
事
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。

（
貸
付
け
）

第
三
条
　
県
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
林
業
従
事
者
等
に
対
し
て
林
業
・
木
材
産
業
改
善

資
金
を
貸
し
付
け
る
も
の
と
す
る
。

２
　
県
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
準
じ
て
同
項
に
規
定
す
る
林
業

従
事
者
等
に
対
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定

す
る
融
資
機
関
（
以
下
「
融
資
機
関
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
業
務
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け

る
も
の
と
す
る
。

（
貸
付
金
の
限
度
額
）

第
四
条
　
県
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
（
以
下
「
貸
付
金
」

と
い
う
。
）
の
一
林
業
従
事
者
等
ご
と
の
限
度
額
は
、
個
人
に
あ
っ
て
は
千
五
百
万
円
、
会
社
に
あ
っ

て
は
三
千
万
円
、
会
社
以
外
の
団
体
に
あ
っ
て
は
五
千
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
林
業
経
営
若

し
く
は
木
材
産
業
経
営
の
改
善
又
は
林
業
労
働
に
係
る
労
働
災
害
の
防
止
若
し
く
は
林
業
労
働
に
従
事

す
る
者
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
額
と
す
る
。

（
貸
付
金
の
利
率
、
償
還
期
間
等
）

第
五
条
　
貸
付
金
は
、
無
利
子
と
す
る
。

２
　
貸
付
金
の
償
還
期
間
（
据
置
期
間
を
含
む
。
第
四
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）
は
、
十
年
（
林
業
経

営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第

五
十
一
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
資
金
に
あ
っ
て
は
十
二
年
、
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
資
金
に
あ
っ
て
は
十
五
年
）
以
内
と
す
る
。

３
　
貸
付
金
の
据
置
期
間
は
、
三
年
以
内
と
す
る
。

４
　
貸
付
金
の
償
還
は
、
償
還
期
間
が
一
年
以
内
の
貸
付
金
に
あ
っ
て
は
一
時
払
の
方
法
に
、
そ
の
他
の

貸
付
金
に
あ
っ
て
は
均
等
年
賦
支
払
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
繰
上
償
還
を
す
る
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

（
担
保
又
は
保
証
人
）

第
六
条
　
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
林
業
従
事
者
等
（
以
下
「
借
入
申
込
者
」
と
い
う
。
）

は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
担
保
を
提
供
し
、
又
は
保
証
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
保
証
人
は
、
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
林
業
従
事
者
等
（
以
下
「
借
入
者
」
と
い
う
。
）

と
連
帯
し
て
、
貸
付
金
の
返
還
の
債
務
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

（
借
入
れ
の
申
込
み
）

第
七
条
　
借
入
申
込
者
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
借
入
申
込
書
（
第
一
号
様
式
。
以
下
「
借
入
申

込
書
」
と
い
う
。
）
に
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
、
そ
の
者
の
住
所
地
（
そ
の
者
が
会
社
そ
の

他
の
団
体
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
。
以
下
同
じ
。
）
を
そ
の
地
区
内
に
含
む

指
定
森
林
組
合
又
は
当
該
指
定
森
林
組
合
が
な
い
場
合
は
、
香
川
県
森
林
組
合
連
合
会
（
以
下
「
指
定

森
林
組
合
等
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
借
入
申
込

者
が
市
町
、
財
産
区
、
地
方
公
共
団
体
の
一
部
事
務
組
合
又
は
香
川
県
森
林
組
合
連
合
会
（
以
下
「
市

町
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
は
、
借
入
申
込
書
を
直
接
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
借
入
申
込
書
の
提
出
を
受
け
た
指
定
森
林
組
合
等
は
、
当
該
借
入
申
込
書
を
借
入
申
込
者
の
住
所
地

を
所
管
す
る
林
業
事
務
所
（
そ
の
住
所
地
が
小
豆
郡
の
区
域
に
あ
る
場
合
は
、
香
川
県
小
豆
総
合
事
務

所
）
の
長
（
以
下
「
所
管
所
長
」
と
い
う
。
）
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
借
入
申
込
書
の
送
付
を
受
け
た
所
管
所
長
は
、
貸
付
け
に
つ
い
て
の
意
見
書
を

添
え
、
当
該
借
入
申
込
書
を
知
事
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貸
付
け
の
決
定
）

第
八
条
　
知
事
は
、
借
入
申
込
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
貸
付
け
を
行
う
こ
と
が

適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
貸
付
金
の
貸
付
け
の
決
定
（
以
下
「
貸
付
決
定
」
と
い
う
。
）
を
行

う
も
の
と
す
る
。

２
　
知
事
は
、
貸
付
決
定
を
し
た
と
き
、
又
は
貸
付
金
の
貸
付
け
を
行
わ
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
借
入
申
込
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
借
用
証
書
）

第
九
条
　
借
入
申
込
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
決
定
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
知
事
の
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三

指
定
す
る
日
ま
で
に
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
借
用
証
書
（
第
二
号
様
式
）
を
指
定
森
林
組
合
等
（

借
入
申
込
者
が
市
町
等
で
あ
る
場
合
は
、
香
川
県
森
林
組
合
連
合
会
）
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
償
還
期
間
等
の
変
更
の
申
請
）

第
十
条
　
借
入
者
は
、
貸
付
金
の
償
還
期
間
、
据
置
期
間
、
償
還
期
日
又
は
償
還
金
額
（
以
下
「
償
還
期

間
等
」
と
い
う
。
）
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
償
還
期
間
等
変

更
承
認
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
を
指
定
森
林
組
合
等
を
経
由
し
て
（
借
入
者
が
市
町
等
で
あ
る
場
合

は
、
直
接
）
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
償
還
期
間
等
の
変
更
の
承
認
）

第
十
一
条
　
知
事
は
、
前
条
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
貸
付
金
の
償
還
期

間
等
の
変
更
を
承
認
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
償
還
期
間
等
の
変
更
の
承
認
を
行

う
も
の
と
す
る
。

２
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
償
還
期
間
等
の
変
更
の
承
認
を
し
た
と
き
、
又
は
償
還
期
間
等
の
変

更
の
承
認
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
払
猶
予
の
申
請
）

第
十
二
条
　
借
入
者
は
、
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善

資
金
支
払
猶
予
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
に
知
事
が
指
定
す
る
書
類
を
添
え
、
償
還
期
日
の
三
十
日
前

（
償
還
期
日
前
三
十
日
以
内
に
支
払
の
猶
予
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
、
償
還
期
日
の
前
日
）
ま
で
に

指
定
森
林
組
合
等
を
経
由
し
て
（
借
入
者
が
市
町
等
で
あ
る
場
合
は
、
直
接
）
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
猶
予
の
決
定
）

第
十
三
条
　
知
事
は
、
前
条
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査
し
、
償
還
金
の
支
払
の

猶
予
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
支
払
猶
予
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
猶
予
の
決
定
を
し
た
と
き
、
又
は
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
を
し

な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
融
資
機
関
に
対
す
る
貸
付
け
）

第
十
四
条
　
県
が
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
融
資
機
関
に
対
し
て
貸
し
付
け
る
資
金
（
以
下
「
県
貸

付
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
条
件
（
利
率
、
償
還
期
間
、
限
度
額
、
償
還
方
法
及
び
償
還
期
日
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
融
資
機
関
が
当
該
県
貸
付
金
を
原
資
と
し
て
林
業
従
事
者
等
に
対
し
て
貸
し

付
け
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
条
件
と
同
一
と
す
る
。

（
準
用
）

第
十
五
条
　
第
七
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
及
び
第
八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
林
業
・
木
材

産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
融
資
機
関
に
対
す
る
県
貸
付
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
　
借
入
申
込
者
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
　
県
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と

善
資
金
借
入
申
込
書
（
第
一
号
様
式
。

す
る
融
資
機
関
（
以
下
「
借
入
申
込

以
下
「
借
入
申
込
書
」
と
い
う
。
）

融
資
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
林
業
・

木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付
金
借
入

申
込
書
（
第
五
号
様
式
。
以
下
「
借

入
申
込
書
」
と
い
う
。
）

そ
の
者
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
該
借
入
申
込
融
資
機
関
が
林
業
・

木
材
産
業
改
善
資
金
を
貸
し
付
け
よ

う
と
す
る
林
業
従
事
者
等
の

そ
の
地
区
内
に
含
む
指
定
森
林
組
合
又
　
所
管
す
る
林
業
事
務
所
（
そ
の
住
所

は
当
該
指
定
森
林
組
合
が
な
い
場
合
は
、
地
が
小
豆
郡
の
区
域
に
あ
る
場
合
は
、

香
川
県
森
林
組
合
連
合
会
（
以
下
「
指
　
香
川
県
小
豆
総
合
事
務
所
）
の
長
（

定
森
林
組
合
等
」
と
い
う
。
）

以
下
「
所
管
所
長
」
と
い
う
。
）

借
入
申
込
者
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
入
申
込
融
資
機
関
が
林
業
・
木
材

産
業
改
善
資
金
を
貸
し
付
け
よ
う
と

す
る
林
業
従
事
者
等
が

第
七
条
第
三
項
　
前
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
項

第
八
条
第
一
項
　
貸
付
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
貸
付
金

第
八
条
第
二
項
　
貸
付
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
貸
付
金

借
入
申
込
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
入
申
込
融
資
機
関

第
九
条
　
　
　
　
借
入
申
込
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
入
申
込
融
資
機
関

前
条
第
二
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
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四

第
二
項

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
借
用
証
書
　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付

（
第
二
号
様
式
）
を
指
定
森
林
組
合
等
　
金
借
用
証
書
（
第
六
号
様
式
）
を

（
借
入
申
込
者
が
市
町
等
で
あ
る
場
合

は
、
香
川
県
森
林
組
合
連
合
会
）
を
経

由
し
て

第
十
条
　
　
　
　
借
入
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
融
資

機
関
（
以
下
「
借
入
融
資
機
関
」
と

い
う
。
）

貸
付
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
貸
付
金

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
償
還
期
間
　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付

等
変
更
承
認
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）

金
償
還
期
間
等
変
更
承
認
申
請
書
（

を
指
定
森
林
組
合
等
を
経
由
し
て
（
借
　
第
七
号
様
式
）
を

入
者
が
市
町
等
で
あ
る
場
合
は
、
直
接
）

第
十
一
条
第
一
　
前
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条

項
　
　
　
　
　
　
貸
付
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
貸
付
金

第
十
二
条
　
　
　
借
入
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
入
融
資
機
関

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
支
払
猶
予
　
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
県
貸
付

申
請
書
（
第
四
号
様
式
）

金
支
払
猶
予
申
請
書
（
第
八
号
様
式
）

償
還
期
日
の
三
十
日
前
（
償
還
期
日
前
　
速
や
か
に

三
十
日
以
内
に
支
払
の
猶
予
の
事
由
が

生
じ
た
場
合
は
、
償
還
期
日
の
前
日
）

ま
で
に
指
定
森
林
組
合
等
を
経
由
し
て

（
借
入
者
が
市
町
等
で
あ
る
場
合
は
、

直
接
）

第
十
三
条
第
一
　
前
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条

項
（
補
則
）

第
十
六
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
改
正
前
の
香
川
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ

た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
香
川
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

３
　
香
川
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
香
川
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
み
ど
り
整
備
課
の
項
第
九
号
中
「
林
業
改
善
資
金
助
成
法
」
を
「
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資

金
助
成
法
」
に
改
め
る
。
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五

第�1号様式�（�第�7条関係�）� （日本工�業規格Ａ列�４番）� 

森林�組合受付�

香川�県森林組合連�合会受付�

林 �業 事 務 所 �等 受 �付 �  

林業・木材産業改善資金借入申込書 

       年 � 月�  日 � 
 
香 �川 �県 �知 �事 �      殿 � 

借入�申込者 住� 所�
氏 � 名 �
（�団体にあっ�ては、主た�る事務所の�所�
在地�、名称及び�代表者の氏�名）� 

 
林業�・木材産業�改善資金の�貸付けを受�けたいので�、香川県林�業・木材産�業改善資金�貸付規則�第�

７条�第１項の規�定により申�し込みます�。� 
 

資金�を借り受け�ようとする�事業� 
償還�期間� 据置期間� 資金�交付希望年�月日� 

事 業 量� 事 業 費�
申込�金額� 

年 年   年� 月� 日 
    千円� 千�円� 

 
住   所 氏   名 印� 住   所 氏   名 連�

帯�
債�
務�
者 

   
連�
帯�
保�
証�
人 

  

 
担 �        保 �        物 �        件 � 

 
 

 
償 �        還 �        計 �        画 � 

１年目�２年目�３年目�４年目�５年目�６年目�７年目�８年目�９年目�10年目�11年目�12年目�13年目�14年目�15年目�
償還月日�

償還額�償還額�償還額�償還額�償還額�償還額�償還額�償還額�償還額�償還額�償還額�償還額�償還額�償還額�償還額�

月　日� 
      千円�千円�千円�千円�千円�千円�千円�千円�千円�千円�千円�千円�千円�千円�千円�

 
借 入 申 込 者 の 概 �要 � 

申込みに係�る事業の�
開始の�時期�及�び概要�、�
資本金�の額�又�は出資�の�
総額、�常時�使�用する�従�
業者�数� 

 

注１� 知事が別�に定める書�類を添付し�てください�。� 
２� 氏名の記�載を自署で�行う場合は�、押印を省�略すること�ができます�。�

年　  月　 日�

年　  月　 日�

年　  月　 日�

第1号様式（第7条関係）
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第�２�号様式�（�第�9条関係�）� （日本工�業規格Ａ列�４番）� 

（�表） 
 
収入�印紙� 
ちょ�う付� 
箇  所� 
 

林業・木材産業改善資金借用証書� 

年 � 月� 日 �
 香�川県知事      殿� 

借入�者 住 所�
氏 名�
（�団体にあっ�ては、主た�る事務所の�所�
在地�、名称及び�代表者の氏�名）�

 次�のとおり林�業・�木材産�業改善資金�を借用しま�した�。つい�ては�、香川�県林業・�木材産�業改善�資�
金貸�付規則並び�に次の条件�及び裏面の�特約条項を�守り、相違�なく返済し�ます。 
 
１ 借入条件等� 
借 入 金 額 �  
資 金 �の 内 �容 �  
資 金 �の 使 �途 �  
利� 率� 無�利子 
最 �終 償 還 �期 日 �  
支 払 場 所 �  
備 考 �  
元金は、�   日まで据�え置き、�   日を初回�として金    円�、�

以降� を最終日と�して、毎� 日に金    円を償�還する。�

２ 償還計画�
回� 償還期日� 償還金額� 残  高� 備考� 回� 償還期日� 償還金額� 残  高� 備考� 

１� 年� 月� 日 ９�

10

11

12

13

14

15

年� 月� 日 

日 

日 

日 

日 

日 

日 

 

２� 年� 月� 日 年� 月�  

３� 年� 月� 日 年� 月�  

４� 年� 月� 日 年� 月�  

５� 年� 月� 日 年� 月�  

６� 年� 月� 日 年� 月�  

７� 年�

年�

 月� 日 年� 月�  

８�  月� 日 

円�

円�

円�

円�

円 

円�

円�

円� 円�

円�

円�

円�

円�

円�

円�

円� 円�

円�

円�

円�

円 

円�

円� 円�

円�

円�

円�

円�

円�

円�

  上記の資金�の借用につ�いて、香川�県林業・木�材産業改善�資金貸付規�則並びに上�記の条件及�び�
裏面�の特約条項�を承知の上�、借入者と�連帯して債�務を負担し�ます。 

連帯�債務者�
氏 名�
住 所�

住 所�

住 所�
氏 名�

氏 名�

連帯�保証人�

連帯�保証人�

森林�組合受付� 年� 日� 

香川�県森林組合連�合会受付� 年 日� 

番 号� 第 �    号 � 
貸 付 決 定� 

年月�日� 年� 日� 

月�

月�

月�

年� 月� 年� 月�
年� 月�　　 年　　月　　日�

六

第2号様式（第9条関係）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

（
号
外
二
）

七

（裏）
林業・木材産業改善資金借用証書特約条項

（期限前償還）
第１条　林業・木材産業改善資金の貸付けを受けた者（以下「甲」という。）は、香川県（以下「乙」という。）が次の各号のいず
れかに該当すると認め、貸付金の期限前償還を請求した場合は、償還期限（分割支払の各支払期日を含む。以下同じ。）にかか
わらず、直ちに債務の全部又は一部を弁済する。
（１）甲がこの借入金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
（２）甲が償還金の支払を怠ったとき。
（３）甲が借入金を長期にわたり使用しないとき。
（４）甲がこの資金の借入れに際し、又はその借入後この借入金債務の全部を弁済するまでの間において、乙に対して虚偽の申請
若しくは報告をし、又は故意に必要な事実の報告を怠ったとき。

（５）甲につき仮差押え、差押えの申請若しくは競売の申立てがあったとき、又は破産、民事再生手続開始、会社整理開始若しく
は会社更生手続開始の申立てがあったとき。

（６）甲が支払を停止し、若しくは手形交換所より取引停止処分を受けたとき、又は清算に入ったとき。
（７）甲が租税公課を滞納して督促又は保全差押えを受けたとき。
（８）甲が乙に対して数個の債務を負う場合において、その一つでも期限に弁済しなかったとき。
（９）この借入金により改良され、造成され、又は取得された施設（立木及び権利を含む。）が貸付けの目的に反して使用され、

譲渡され、交換され、貸し付けられ、若しくは担保に供され、又は公用収用されたとき。
（10）甲が香川県林業・木材産業改善資金貸付規則若しくはこの契約に違反し、又はこれらに基づく義務の履行を怠ったとき。
（11）その他乙が債権保全上著しい支障があると認めたとき。
（報告）
第２条　甲は、この借入金の対象事業の完了後30日以内に、乙に対して事業実施報告書を提出するものとする。
２　甲は、この借入金の対象事業の遂行が困難となった場合又は当該対象事業を変更し、中止し、若しくは廃止する場合は、乙に
速やかに報告してその指示に従う。
３　甲は、乙の指示するところに従い、甲の経営状況その他必要な事項を遅滞なく乙に報告する。
４　甲は、次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく乙に報告する。
（１）甲の住所若しくは氏名に異動を生じ、又は甲、連帯保証人（以下「丙」という。）若しくは物上保証人（以下「丁」という。）
に死亡、解散その他これに準ずる事実が発生した場合

（２）丙又は丁の資産若しくは事業の状況に著しい変動を生じ、又はそのおそれのある場合
（３）その他乙が指示する場合
（調査）
第３条　甲は、乙の職員その他乙の委託を受けた者が甲の事業の状況、書類、帳簿その他必要な事項を調査することを承認し、こ
れに必要な便益を提供する。
２　甲及び丁は、乙の職員その他乙の委託を受けた者が担保物件に立ち入る等により、これを調査することを承認し、これに必要
な便益を提供する。
（弁済充当の指定権）
第４条　甲、丙及び丁は、この借入金債務の弁済として数個の給付をなすべき場合又は乙からの借入金債務が他にもある場合にお
いて、債務の全部を消滅させるに足りない弁済がなされたときは、その弁済金がいずれの債務に充当されるかについては、乙に
指定権があることを承認する。
（違約金）
第５条　甲は、償還期日に償還金を支払わなかった場合又は乙の指定する償還期日に第１条の規定により期限前償還をすべき金額
を支払わなかった場合は、延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもって償還期日の翌日から支払当日までの日数により計算
した延滞に係る違約金を乙に支払う。
２　甲は、香川県林業・木材産業改善資金貸付規則第12条の規定による支払の猶予の申請をした場合において、償還期日を過ぎて
猶予しない旨の決定があった場合においても、前項の規定による延滞に係る違約金を乙に支払う。
３　甲は、第１条第１号、第３号、第４号又は第10号に該当したこと（故意の場合に限る。）を理由として乙から期限前償還の請
求を受けたときは、当該請求に係る借入金の貸付けの日から期限前償還金の支払当日までの日数に応じ、当該請求に係る借入金
の金額につき年12.25パーセントの割合で計算した期限前償還の請求に係る違約金を乙に支払うものとする。
４　前3項の違約金の額の計算につき当該各項に規定する年当たりの割合は、閏

じゅん

年の日を含む期間についても、365日当たりの割合
とする。
（連帯保証人）
第６条　丙は、甲と丙との間の契約のいかんにかかわらず、この契約に基づく一切の債務につき甲と連帯し、これの履行の責めを
負う。
２　甲は、乙が連帯保証人の追加を必要と認めて請求した場合は、直ちにこれに応じる。
３　乙は、連帯保証人の変更に関し、甲から請求があり、適当と認めるときは、これに応じる。
（担保の提供）
第７条　甲又は丁は、別に締結する担保権設定契約に従い、この契約に基づく債務に係る担保の提供が可能となった場合は、速や
かにこれを提供する。
（担保の保全）
第８条　甲又は丁は、乙の承認を得ずに、担保として提供した自己の資産を譲渡し、賃貸し、他の債務の担保に供し、その現状を
変更する等乙に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしない。
２　甲又は丁は、担保として提供した自己の資産の価額が滅失、損傷等の事情により減少したときは、遅滞なくその旨を乙に報告
し、その指示に従う。
（担保の追加）
第９条　甲は、乙が担保の追加を必要と認めて要求した場合は、直ちにこれに応じる。
２　乙は、担保の変更に関し、甲から請求があり、適当と認めるときは、これに応じる。
（法定代位者の変動）
第10条　甲、丙又は丁は、乙が他の連帯債務者、連帯保証人又は物上保証人につき免除、交替又は担保の差替えを行っても異議を
申し立てない。
２　丙又は丁は、償還期間、据置期間、償還期限又は償還金額の変更につき、甲乙間においてどのように決定されても異議を申し
立てない。
（法定代位者が弁済した場合の求償制限）
第11条　連帯債務者、丙及び丁は、この借入金債務の一部を弁済した場合において、乙が債権の全額の弁済を受けるまでは、代位
によって取得した権利を行使せず、かつ、乙から請求を受けたときは、その権利又は順位を無償で乙に譲渡する。
（担保の処分）
第12条　甲又は丁は、乙が、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を処分の上、この売得金から諸費用を差し引
いた残額を甲の乙に対する債務の弁済に充当できることを承認する。この場合において、なお残債務がある場合は、甲は、当該
残債務を直ちに弁済する。
（管轄裁判所）
第13条　この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、乙の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所
とする。
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第�３�号様式（�第�10 条関係）�                    （日本工業�規格Ａ列４�番）� 
       

林業・木材産業改善資金償還期間等変更承認申請書 

        
 
香川�県知事      殿� 
 

住 所�
氏 名�

 
        

（�団体にあっ�ては、主た�る事務所の�所�
在地�、名称及び�代表者の氏�名）� 

 
   年 月 日付けで借�用した林業�・木材産業�改善資金に�ついて、次�のとおり償�還期間等の�変�
更を�したいので�、�香川県林業�・�木材産業改�善資金貸付�規則第�10 条�の規定により�承認を申請�します�。� 
 
１ 借入状況� 
貸付�決定年月日� 貸付�決定番号� 借入�金額� 既償�還額� 借入�残高� 備 考�

    円  円  円  

 
２ 変更内容� 
（変�更前）            （変更後）� 

償還期間� 据置期間� 償還期間� 据置期間�

    年 �     年 �    年 �    年 � 

回� 償還期日� 償還金額� 残 高� 回� 償還期日� 償還金額� 残 高�

１� 年 月 日  円� 円� １� 年 月 日  円�    円� 

２� 年 月 日  円� 円� ２� 年 月 日  円�    円� 

３� 年 月 日  円� 円� ３� 年 月 日  円�    円� 

４� 年 月 日  円� 円� ４� 年 月 日  円�    円� 

５� 年 月 日  円� 円� ５� 年 月 日  円�    円� 

６� 年 月 日  円� 円� ６� 年 月 日  円�    円� 

７� 年 月 日  円� 円� ７� 年 月 日  円�    円� 

８� 年 月 日  円� 円� ８� 年 月 日  円�    円� 

９� 年 月 日  円� 円� ９� 年 月 日  円�    円� 

10 年 月 日  円� 円� 10 年 月 日  円�    円� 

11 年 月 日  円� 円� 11 年 月 日  円�    円� 

12 年 月 日  円� 円� 12 年 月 日  円�    円� 

13 年 月 日  円� 円� 13 年 月 日  円�    円� 

14 年 月 日  円� 円� 14 年 月 日  円�    円� 

15 年 月 日  円� 円� 

 

15 年 月 日  円�    円� 

３ 変更理由� 
 

注 氏名の記載�を自署で行�う場合は、�押印を省略�することが�できます。� 

年 � 月� 日 �

年� 月�日�

第3号様式（第10条関係）



九

第�４�号様式�（第�12 条関係）� （日本�工業規格�Ａ列４番）� 

林業・木材産業改善資金支払猶予申請書 

年 
 
香川�県知事      殿�
 

住 所� 
        

（�団体にあっ�ては、主た�る事務所の�所�
在地�、名称及び�代表者の氏�名）� 

 
   年　月�日付けで借�用した林業�・木材産業�改善資金に�ついて、次�のとおり支�払の猶予を�受�
けた�いので、香�川県林業・�木材産業改�善資金貸付�規則第�12 条�の規定により�申請します�。� 
 
１ 借入状況� 
貸付�決定年月日� 貸付�決定番号� 借入�金額� 既償�還額� 借入�残高� 備 考�

  円  円  円  

 
２ 償還計画� 
（変�更前）  （変更後）� 
回� 償還期日� 償還金額� 残 高� 回� 償還期日� 償還金額� 残 高� 

１� 年 月 日  円� 円� １� 年 月 日  円� 円� 

２� 年 月 日  円� 円� ２� 年 月 日  円� 円� 

３� 年 月 日  円� 円� ３� 年 月 日  円� 円� 

４� 年 月 日  円� 円� ４� 年 月 日  円� 円� 

５� 年 月 日  円� 円� ５� 年 月 日  円� 円� 

６� 年 月 日  円� 円� ６� 年 月 日  円� 円� 

７� 年 月 日  円� 円� ７� 年 月 日  円� 円� 

８� 年 月 日  円� 円� ８� 年 月 日  円� 円� 

９� 年 月 日  円� 円� ９� 年 月 日  円� 円� 

10 年 月 日  円� 円� 10 年 月 日  円� 円� 

11 年 月 日  円� 円� 11 年 月 日  円� 円� 

12 年 月 日  円� 円� 12 年 月 日  円� 円� 

13 年 月 日  円� 円� 13 年 月 日  円� 円� 

14 年 月 日  円� 円� 14 年 月 日  円� 円� 

15 年 月 日  円� 円� 

 

15 年 月 日  円� 円� 

 
３ 支払の猶予�を受けよう�とする理由� 
 

注１� 支払の猶�予を受けよ�うとする理�由に応じた�知事が指定�する書類を�添付してく�ださい。� 
２ 氏名の記載�を自署で行�う場合は、�押印を省略�することが�できます。� 

年 �月� 日 �

年� 月�日�

氏 名�
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第�５�号様式�（第�15 条関係）�                     （日本�工業規格�Ａ列４番）� 

林業�事務所等受付�  

林業・木材産業改善資金県貸付金借入申込書 

        年 �  月 �  日 � 
 
  香川県�知事      殿� 
 

主たる事務所の所在地 
    融資機�関名�

代�表�者�名�        
 
林業�・木材産業�改善資金の�貸付けに必�要な資金の�貸付けを受�けたいので�、香川県林�業・木材�産�

業改�善資金貸付�規則第�15 条�において準用�する同規則�第�７�条第�１�項の規定に�より申し込�みます。� 
 
 
       林業・木材�産業改善資�金県貸付金�借入申込金�額        円� 
 
注１� 林業従事�者等から提�出のあった�借入申込書�の写しその�他知事が別�に定める書�類を添付し�て�
くだ�さい。 

 ２� 代表者名�の記載を自�署で行う場�合は、押印�を省略する�ことができ�ます。 

年　月　日�

第5号様式（第15条関係）
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第�６�号様式�（第�15 条関係）�                     （日本�工業規格�Ａ列４番）� 

（�表） 
収入�印紙� 
ちょ�う付� 
箇  所� 
 

林業・木材産業改善資金県貸付金借用証書� 

       
 香川県知事�      殿� 

主たる事務所の所在地 
    融資機�関名� 

代�表�者�名�               
 
 次�のとおり林�業・�木材産�業改善資金�県貸付金を�借用しまし�た。�ついて�は、�香川県�林業�・木材�産�
業改�善資金貸付�規則並びに�次の条件及�び裏面の特�約条項を守�り、相違な�く返済しま�す。� 
 
１ 借入条件等� 
借 入 金 額 �
資 金 �の 内 �容 �
資 金 �の 使 �途 �
利� 率� 無�利子 
最 �終 償 還 �期 日 �  
支 払 場 所 �
備 考 �

  元金は、�   日まで据え置き、�   日を初回�として金    円�、�
以降� を最終日と�して、毎年　　月　　日に金�   円を償還する。� 

 
２ 償還計画� 

注 林業・木材�産業改善資�金を貸し付�ける林業従�事者等の貸�付決定通知�書の写し及�び償還計画�の�
写し�を添付して�ください。� 

 第 �    号 � 
貸付�決定� 

番 号�

年月�日�  

回� 償還期日� 償還金額� 残  高� 備考� 回� 償還期日� 償還金額� 残  高� 備考� 

１� 年� 月� 日 ９�

10

11

12

13

14

15

年� 月� 日 

日 

日 

日 

日 

日 

日 

 

２� 年� 月� 日 年� 月�  

３� 年� 月� 日 年� 月�  

４� 年� 月� 日 年� 月�  

５� 年� 月� 日 年� 月�  

６� 年� 月� 日 年� 月�  

７� 年�

年�

 月� 日 年� 月�  

８�  月� 日 

円�

円�

円�

円�

円 

円�

円�

円� 円�

円�

円�

円�

円�

円�

円�

円� 円�

円�

円�

円�

円 

円�

円� 円�

円�

円�

円�

円�

円�

円�

年　月　日�

年　　月　　日�

年� 月� 年� 月�
　　 年　　月　　日�

第6号様式（第15条関係）
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（裏）
林業・木材産業改善資金県貸付金借用証書特約条項

（借入金の使用）
第１条　林業・木材産業改善資金県貸付金の貸付けを受けた融資機関（以下「甲」という。）は、香川県（以下「乙」という。）か
ら借り受けたこの資金と同額を、 （以下「丙」という。）に対し、利率、償還期間、据置期間、償還方法及び償還
期日を甲乙間のものと同一にして転貸する。
（期限前償還）
第２条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認め、県貸付金の期限前償還を請求した場合は、償還期限（分割支払の各支
払期日を含む。以下同じ。）にかかわらず、直ちに債務の全部又は一部を弁済する。
（１）甲がこの借入金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
（２）甲が県貸付金の償還を怠ったとき。
（３）甲がこの借入金の借入後、速やかに丙に対して貸付けをしないとき。
（４）甲がこの資金の借入れに際し、又はその借入後この借入金債務の全部を弁済するまでの間において、乙に対して虚偽の申請
若しくは報告をし、又は故意に必要な事実の報告を怠ったとき。

（５）甲につき仮差押え、差押えの申請若しくは競売の申立てがあったとき、又は破産、民事再生手続開始、会社整理開始若しく
は会社更生手続開始の申立てがあったとき。

（６）甲が支払を停止し、若しくは手形交換所より取引停止処分を受けたとき、又は清算に入ったとき。
（７）甲が租税公課を滞納して督促又は保全差押えを受けたとき。
（８）甲が乙に対して数個の債務を負う場合において、その一つでも期限に弁済しなかったとき。
（９）甲が香川県林業・木材産業改善資金貸付規則若しくはこの契約に違反し、又はこれらに基づく義務の履行を怠ったとき。
（10）その他乙が債権保全上著しい支障があると認めたとき。
（転貸債権の期限前償還）
第３条　甲は、甲丙間の特約に基づき丙に貸付金の期限前償還を請求しようとするときは、あらかじめ乙に通知するものとする。
２　甲は、甲丙間の特約に基づき丙に対し貸付金の期限前償還を請求してその弁済を受けたとき、又は丙の任意の弁済を受けたと
きは、速やかに受領額をこの契約に定める償還期限にかかわらず乙に償還する。
３　乙は、甲が甲丙間の特約に基づき丙に対し貸付金の期限前償還を請求できる場合には、丙に期限前償還の請求をするよう甲に
対し指示することができる。
（経理上の措置）
第４条　甲は、この借入金の使途を明らかにするため、乙の指示するところに従い、経理上必要な措置を行う。
（報告）
第５条　甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙の定めるところにより、遅滞なく乙に報告する。
（１）この借入金の転借により改良され、造成され又は取得された施設（立木及び権利を含む。）が貸付けの目的に反して使用さ
れ、譲渡され、交換され、貸し付けられ、若しくは担保に供され、又は公用収用されることとなったことを知った場合

（２）甲の主たる事務所の所在地、名称、資本金若しくは代表者に異動を生じ、又は甲に解散その他これに準ずる事実が発生した
場合

（３）甲の資産若しくは事業の状況に著しい変動を生じ、又はそのおそれのある場合
（４）前３号に掲げる場合のほか、甲丙間の特約に基づき丙より報告を受けた場合
（５）その他乙が指示する場合
（調査）
第６条　甲は、乙の職員が甲の事務所その他必要な場所に立ち入り、事業の状況、書類、帳簿その他必要な事項又は担保物件の調
査をすることを承認し、これに必要な便益を提供する。
（弁済充当の指定権）
第７条　甲は、この借入金債務の弁済として数個の給付をなすべき場合又は乙からの借入金債務が他にもある場合において、債務
の全部を消滅させるに足りない弁済がなされたときは、その弁済金がいずれの債務に充当されるかについては、乙に指定権があ
ることを承認する。
２　甲は、丙より受領した弁済金の充当について乙の指示があるときは、それに従う。
（違約金）
第８条　甲は、償還期日に償還金を支払わなかった場合又は乙の指定する償還期日に第２条の規定により期限前償還すべき金額を
支払わなかった場合は、延滞金額につき年12.25パーセントの割合をもって償還期日の翌日から支払当日までの日数により計算し
た延滞に係る違約金を乙に支払う。
２　甲は、香川県林業・木材産業改善資金貸付規則第15条において準用する第12条の規定による支払の猶予の申請をした場合にお
いて、償還期日を過ぎて猶予しない旨の決定があった場合においても、前項の規定による延滞に係る違約金を乙に支払う。
３　甲は、第２条第１号、第３号、第４号又は第９号に該当したこと（故意の場合に限る。）を理由として乙から県貸付金の期限
前償還の請求を受けたときは、当該請求に係る借入金の貸付けの日から償還金の支払当日までの日数に応じ、当該請求に係る借
入金の金額につき年12.25パーセントの割合で計算した期限前償還の請求に係る違約金を乙に支払うものとする。
４　前3項の違約金の額の計算につき当該各項に規定する年当たりの割合は、閏

じゅん

年の日を含む期間についても、365日当たりの割合
とする。
５　甲は、甲丙間の特約により丙に対し違約金を請求できる事態が生じたときは、その旨を乙に報告し、乙の指示に従う。
６　甲は、前項の規定により丙に対し違約金を請求して弁済を受けたときは、速やかにこれを乙に引き渡す。
（転貸債権の質入れ）
第９条　甲は、この借入金債務の担保として、乙の指定に基づき別に締結する質権設定契約により丙に対する転貸債権をそれに付
随する担保権とともに乙に質入れし、乙と協力して速やかに当該質権を第三者に対抗するために必要な行為を行う。
（管轄裁判所）
第10条　この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、乙の事務所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所
とする。
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一
三

第�７�号様式�（第�15 条関係）� （日本�工業規格�Ａ列４番）� 

林業・木材産業改善資金県貸付金償還�期間等変更承認申請書 

       年　　月　　日� 
 
香川�県知事      殿� 
 

表�

   年　月　日�付けで借�用した林業�・木材産業�改善資金県�貸付金につ�いて、次の�とおり償還�期�
間等�の変更をし�たいので、�香川県林業�・�木材産業改善�資金貸付規�則第�15 条に�おいて準用�する同�規�
則�第�10 条の規定�により承認�を申請しま�す。� 

３ 変更理由� 
 

注１� 林業・木�材産業改善�資金を貸し�付けた林業�従事者等か�ら提出のあ�った林業・�木材産業改�善�
資金�償還期間等�変更承認申�請書の写し�を添付して�ください。� 
２ 代表者名の�記載を自署�で行う場合�は、押印を�省略するこ�とができま�す。� 

１ 借入状況� 
貸付�決定年月日� 貸付�決定番号� 借入�金額� 既償�還額� 借入�残高� 備 考�

 年　月　日�   円  円  円  

 
２ 変更内容� 
（変�更前）            （変更後）� 

償還期間� 据置期間� 償還期間� 据置期間�

    年 �     年 �    年 �    年 � 

回� 償還期日� 償還金額� 残 高� 回� 償還期日� 償還金額� 残 高�

１� 年 月 日  円� 円� １� 年 月 日  円�    円� 

２� 年 月 日  円� 円� ２� 年 月 日  円�    円� 

３� 年 月 日  円� 円� ３� 年 月 日  円�    円� 

４� 年 月 日  円� 円� ４� 年 月 日  円�    円� 

５� 年 月 日  円� 円� ５� 年 月 日  円�    円� 

６� 年 月 日  円� 円� ６� 年 月 日  円�    円� 

７� 年 月 日  円� 円� ７� 年 月 日  円�    円� 

８� 年 月 日  円� 円� ８� 年 月 日  円�    円� 

９� 年 月 日  円� 円� ９� 年 月 日  円�    円� 

10 年 月 日  円� 円� 10 年 月 日  円�    円� 

11 年 月 日  円� 円� 11 年 月 日  円�    円� 

12 年 月 日  円� 円� 12 年 月 日  円�    円� 

13 年 月 日  円� 円� 13 年 月 日  円�    円� 

14 年 月 日  円� 円� 14 年 月 日  円�    円� 

15 年 月 日  円� 円� 

 

15 年 月 日  円�    円� 

主たる事務所の所在地 
  融資機�関名�
代�者�名�

第7号様式（第15条関係）
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古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています
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香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/
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四

第�８�号様式�（第�15 条関係）�                     （日本�工業規格�Ａ列４番）� 
  

林業・木材産業改善資金県貸付金支払猶予申請書 

年  
 
香川�県知事      殿� 
 

主た�る事務所の�所在地 
  関名� 

代�表�者�名�                     
 

  日付けで借�用した林業�・木材産業�改善資金県�貸付金につ�いて、次の�とおり支払�の�
猶予�を受けたい�ので、�香川県�林業�・�木材産�業改善資金�貸付規則�第�15 条におい�て準用する�同規則�第�
12 条�の規定によ�り申請しま�す。� 

 
２ 償還計画� 
（変�更前）  （変更後）� 
回� 償還期日� 償還金額� 残 高� 回� 償還期日� 償還金額� 残 高� 

１� 年 月 日  円�       円� １� 年 月 日  円� 円� 

２� 年 月 日  円�       円� ２� 年 月 日  円� 円� 

３� 年 月 日  円�       円� ３� 年 月 日  円� 円� 

４� 年 月 日  円�       円� ４� 年 月 日  円� 円� 

５� 年 月 日  円�       円� ５� 年 月 日  円� 円� 

６� 年 月 日  円�       円� ６� 年 月 日  円� 円� 

７� 年 月 日  円�       円� ７� 年 月 日  円� 円� 

８� 年 月 日  円�       円� ８� 年 月 日  円� 円� 

９� 年 月 日  円�       円� ９� 年 月 日  円� 円� 

10 年 月 日  円�       円� 10 年 月 日  円� 円� 

11 年 月 日  円�       円� 11 年 月 日  円� 円� 

12 年 月 日  円�       円� 12 年 月 日  円� 円� 

13 年 月 日  円�       円� 13 年 月 日  円� 円� 

14 年 月 日  円�       円� 14 年 月 日  円� 円� 

15 年 月 日  円�       円� 

 

15 年 月 日  円� 円� 

 
３ 支払の猶予を受けようとする理由� 
 

注１� 林業・木�材産業改善�資金を貸し�付けた林業�従事者等か�ら提出のあ�った林業・�木材産業改�善�
資金�支払猶予申�請書の写し�を添付して�ください。� 
２ 代表者名の�記載を自署�で行う場合�は、押印を�省略するこ�とができま�す。� 

１ 借入状況� 
貸付�決定年月日� 貸付�決定番号� 借入�金額� 既償�還額� 借入�残高� 備 考�

    円  円  円  

 

  融資機�

年　　月　　日�

 年　月�

年　月　日�

第8号様式（第15条関係）


